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治 水 第８５７号 令和８年４月２１日 

令和 8 年度水管理・国土保全局関係予算のポイント 
 

国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 

 

１．令和 8年度予算の考え方と主な新規予算制度 

（１）流域治水の加速化・深化 

 近年、短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、全国各地で浸水被害が頻発していま

す。今後、気候変動による水災害の激甚化・頻発化に対応するためには、事前防災対策の加速が

重要です。 

 まず河川整備については、整備目標と実際の整備水準の差を早期に縮めるため、既存施設の徹

底活用を図りつつ、治水計画の見直しや河川、ダム、砂防、下水道の整備等の事前防災対策を推

進します。また、分かりやすい避難情報の提供や災害リスクを踏まえたまちづくり・住まい方の

工夫等の被害軽減対策に取り組むことにより、流域治水の加速化・深化を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特に、整備水準を上回る

洪水等に対しては、ハード

対策だけでなく、ソフト対

策を組み合わせることが

重要です。近年、豪雨等の

自然災害が頻発・激甚化す

るなかで、洪水や高潮の危

険性について、住民や水防

関係者へのより明確でき

め細かな周知が求められ

ています。令和 7年 12月には、気象業務法及び水防法の一部改正により、河川の氾濫に係る通報

水管理・国土保全局の取組 ～流域治水の加速化・深化～ 

警戒レベル相当情報の新たな情報体系 
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制度、高潮の共同予報・警報などを創設しました。これらは、精度の高いきめ細かな防災気象情

報を提供することで、水災害による被害の軽減を図ることを目的としています。また、これらの

措置と合わせ、5 段階の警戒レベルにあわせて情報の名称を整理し、シンプルで分かりやすい防

災気象情報にすることとしています。 

 引き続き、避難行動の実効性の確保を推進し、流域全体でハード・ソフト一体となった、流域

治水の取組を進めてまいります。 

 

新規予算制度 特定都市河川制度を活用した流域治水の推進 

― 制度の概要（参照：予算概要 P16）   予算概要はこちらからご覧ください 

特定都市河川浸水被害対策法に基づく貯留機能保全区域の指定を促進し、流域水害対策計画の

実効性を高めるため、「特定都市河川浸水被害対策推進事業（補助）」を拡充しました。 

拡充にあたっては、まず貯留機能保全区域の指定に係るプロセスを整理し、①指定方針の決定、

②候補地選定、③合意形成、④指定の４段階に分けるこ

とで、それぞれの段階での課題整理を行いました。その

上で、特に合意形成の局面においては、（ⅰ）貯留機能

保全区域に指定した場合の区域内の土砂堆積やゴミの

流入、（ⅱ）区域の機能を維持する負担が課題であるこ

とに着目し、区域内に流入する塵芥・土砂等を捕捉する

流入防止施設の整備や、防災教育等の啓発活動を補助対

象に追加する拡充を行いました。これにより、継続的に

貯留機能を維持するための地権者の負担軽減や地域の

取組等を支援することを目的としています。 

 

― 予算執行調査（財務省）との関係 

 特定都市河川と貯留機能保全区域の指定については、財務省による令和 7 年度予算執行調査の

対象に選定され、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「流域水害対策計画」の策定状況や課題、

貯留機能保全区域等の指定に係る課題の調査が行われました。 

予算執行調査では、 

・流域水害対策計画の策定や貯留機能保全区域等の指定が低調であること 

・これらの策定・区域指定等に係る地権者等の合意形成等において、流域のあらゆる構成員が十

分に役割を果たせるような「実効性のある態勢」を構築する必要があること 

・流域水害対策計画や防災指針の策定にあたり、河川部局・都市部局が連携を図ること 

などが指摘されました。 

 こうした指摘も踏まえ、水管理・国土保全局と都市局では、事務連絡を通じて、計画策定や区

域指定にあたって期待される各関係者の役割、河川部局・都市部局の連携について周知するとと

もに、今般の新規予算制度を通じて、合意形成に係る支援の強化を進めています。 

 

 

貯留機能保全区域（イメージ） 
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新規予算制度 流域対策を組み合わせた治水計画の検討促進 

― 制度の概要（参照：予算概要 P13） 

 気候変動により激甚化・頻発化する水

災害は、大河川だけでなく中小河川にも

猛威を振るっています。特に近年は、中

小河川において、中高頻度で発生する降

雨による浸水被害が多発しており、本支

川や上下流バランスを踏まえつつ、流域

全体で浸水被害を最小化する取組が重要

です。 

 こうした状況を踏まえ、流域全体で

水害に対応するため、「総合流域防災事

業（防災・安全交付金）」を拡充し、新

たに「流域対策を組み合わせた治水計画検討」を事業内容に追加しました。これにより、気候変

動を踏まえた河川整備基本方針へ変更した年度の翌年度から 10年以内に限り、河川整備計画の策

定又は変更の検討を行う 1 級水系の指定区間において、河川整備に加えて、多様な流域対策を組

み合わせた治水計画の検討を行うための支援が可能となります。 

 

― 本川・支川・上下流一体の水害リスク最小化に向けて 

 制度の創設にあたっては、流域全体の水害リスクが最小化するためにどのような対策が必要か

論点になりました。特に、支川や上流域における洪水や内水に対しては、河川整備の手順・手法

や流域対策の効果等を分析し、対策を適切に組み合わせることが重要です。 

そのため、これまでの河川整備に加えて、貯留機能保全区域や田んぼダム、雨水貯留施設など

の流域対策を組み合わせた治水計画の検討が促進するよう、既述の制度改正を行うととともに、

その検討と効果の考え方を明確化するための手引書の作成を進めています。 

こうした手引書も活用しつつ、地域の治水上の課題や今後のまちづくりのあり方を踏まえ、支

川流域や上流域等の小流域（スモールスケール）でオーダーメイドの目標を設定するとともに、

流域対策の効果を見える化することで、流域対策への参加機運が高まり、流域治水が推進される

ことが期待されます。 

 

（２）流域総合水管理の推進 

人口減少や産業構造の変化に伴う水需要の変化、カーボンニュートラルの実現などの社会経済

情勢の変化に加え、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化や渇水リスクの増大など、水

を巡る課題は多様化かつ深刻化しています。 

 これらの課題に対応するため、令和 7 年 6 月には、国土審議会水資源開発分科会と社会資本整

備審議会河川分科会により、「流域総合水管理のあり方について」の答申がとりまとめられました。

答申を踏まえ、治水に加え利水・環境においても流域全体であらゆる関係者が協働して取り組む

とともに、流域治水・水利用・流域環境間の「相乗効果の発現」「利益相反の調整」を図るなど、

流域治水・水利用・流域環境について一体的に取り組む流域総合水管理を進めることで「水災害

新たな制度による対応 
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による被害の最小化」「水の恵みの最大化」「水でつながる豊かな環境の最大化」を実現させてい

きます。 

 

①積極的な水利用の推進 

気候変動による渇水リスクの増大や産業構造の変化に対応するため、水の安定供給・有効活用

の取組を推進してまいります。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、水力発電の

増強や省エネ等に取り組むなど、「水の恵みの最大化」を実現します。 

 

②流域環境の魅力や価値の向上 

かわまちづくりによる賑わいある良好な水辺空間の創出や河川を基軸とした生態系ネットワー

クの形成、海岸管理者と地域が一体となった砂浜保全など、多様な主体と連携した取組により地

域活性化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域総合水管理の取組 ～積極的な水利用の推進～ 

流域総合水管理の取組 ～流域環境の魅力や価値の向上～ 
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（３）流域総合水管理を横断的に支える取組 

予防保全によるライフサイクルコストの縮減・平準化を図るため、長寿命化計画に基づく定期

点検等により確認された修繕・更新が必要な施設への対策を加速するとともに、新技術の積極的

な活用等により効率的かつ持続可能なメンテナンスサイクルを実現します。 

また、流域に関する様々なデータの取得、蓄積・共有、分析・可視化に関する技術開発やシス

テムの整備を行い、インフラの整備・管理の効率化・高度化、総合的かつ多層的な防災・減災対

策の実施、災害対応の省人化・迅速化、防災情報の高度化を図り、防災・減災 DXを推進していき

ます。 

 

新規予算制度 予防保全型インフラメンテナンスへの早期転換に向けた支援強化 

― 制度の概要（参照：予算概要 P61～63） 

埼玉県八潮市の下水道管路の破損に起因する道路陥没事故を踏まえ、河川管理施設等について

も、持続可能なインフラメンテナンスサイクル実現の重要性が高まっています。令和 8 年度の新

規予算制度では、各施設の長寿命化計画の策定、それに基づく点検、診断、措置、記録の一連の

インフラメンテナンスサイクルの中で、これまで支援が届きにくかった施設を中心として、支援

の拡充を行いました。 

 

＜河川事業＞ 

河川メンテナンス事業（補助） 

都道府県等が管理する小規模な河川管理施設について、既存制度の補助率を二段階にすることで

小規模な事業（1水系あたり総事業費 1億 5千万円以下）についても支援対象に追加。 

 

＜砂防事業＞ 

砂防メンテナンス事業（補助） 

UAV等のデジタル技術を用いた施設点検計画の策定（令和 12年度まで）を支援対象に追加すると

ともに、雪崩防止施設の長寿命化計画の策定・変更（令和 12年度まで）および修繕・改築・更新

等の老朽化対策を支援対象に追加。 

 

＜海岸事業＞ 

海岸メンテナンス事業（補助） 

気候変動を考慮した海岸保全施設の計画の更新に係る時限の撤廃。 

 

― インフラメンテナンスサイクルの今後 

 国土交通省では、埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、「下水道等に起因する大規模な道路陥

没事故を踏まえた対策検討委員会」を設置し、同種・類似の事故の発生を未然に防ぐことを目的

に集中的な議論を進め、令和 7年 12月には、第 3次提言がとりまとめられました。 

 提言では、インフラ全般に共通する課題が整理され、メリハリのある点検・調査や統合的マネ

ジメント体制の構築等が示されています。これを踏まえ、河川管理施設等についても、社会的影

響が大きい事故を防ぐため、「不具合の発生のしやすさ」や「社会的影響」を踏まえた対応のあり
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方を検討しているところであり、今後も持続可能な

インフラメンテナンスサイクルの実現に向けて、力

を入れてまいります。 

 

（４）南海トラフ地震等の大規模災害への対応 

 南海トラフ地震等の大規模地震に備えた河川・砂

防・海岸関係施設の地震・津波対策を推進します。

また、令和 7年 6月に改正された災害対策基本法に

おいて、国による被災自治体に対する応援体制の

強化等の措置が規定されたことを踏まえ、TEC-

FORCEの増強および行政機関・民間企業・学識者などの専門性を持った多様な主体との更なる連携

強化、応援のための装備品等の充実による災害対応力の強化を進めてまいります。 

 

新規予算制度 災害復旧工事諸費の拡充 

― 制度の概要（参照：予算概要 P77） 

 能登半島地震等の経験も踏まえ、気候変動により激甚化・頻発化する水災害や切迫する南海ト

ラフ地震等の大規模広域災害に対応するためには、現在の災害対応力を格段に引き上げることが

必要になります。令和 7 年 6 月に改正された災害対策基本法に国による被災自治体に対する応援

体制の強化等の措置が規定されたことを受け、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の増強と行政機

関・民間企業・学識者などの専門性を持った多様な主体との更なる連携強化により、被災自治体

への新たな応援体制を構築していくこととなりました。 

 

 

 

新たな応援体制の構築にあたり、改正災対法の規定も踏まえ、TEC-FORCE 予備隊員※1 や TEC-

FORCE アドバイザー※2 の派遣を含む TEC-FORCE の活動に必要となる新たな予算の確保が必要とな

りました。 

①人材の確保及び育成 ⇒TEC-FORCE予備隊員の採用・派遣・研修 

②資機材整備 ⇒ 応援のための装備品等の充実 

③応援を行う体制の整備 ⇒ TEC-FORCEの派遣 

④多様な主体との連携強化等 ⇒TEC-FORCEアドバイザーの派遣 

 

(円滑な相互応援の実施のために必要な措置) 

第四十九条の二 （中略）２ 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の措置を講ずるほか、高度かつ専門的

な技術、知識又は経験を有する人材の確保及び育成、資機材の整備、災害の状況に応じて機動的に応援を行う体制の整備、

多様な主体との連携の強化その他の取組を推進することにより、他の災害応急対策責任者（第五十一条第一項に規定する

災害応急対策責任者をいう。）を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならない。 

河川管理施設の点検結果（例：樋門・樋管） 
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このため、災害復旧工事諸費を拡充し、新規制度の運用に必要な経費を計上するとともに、災害

時の隊員派遣に係る旅費や車両費、資機材の購入などについて、これまでの通常業務に係る工事

諸費と切り離して確保することが可能となりました。 

 

※1：TEC-FORCE 予備隊員：災害対応に係る専門的な知識・経験を有する

民間企業等の人材で、災害時に TEC-FORCE の一員として活動する、

あらかじめ登録された者のこと。 

※2：TEC-FORCE アドバイザー：専門的な知識や経験を有する学識経験

者等で、被災地で災害応急対策に関して助言をいただくために、

事前に委嘱された者 

 

― 応援体制の構築にあたって 

 検討の過程では、災害対応を行う職員の活動環境・処遇の改善についても論点となりました。

能登半島地震の際に派遣された職員から、防寒着が支給されなかったため私物で対応したことや、

支給された雨具の機能が低くムレて不快な状態で作業にあたったなどの意見が挙がったことを踏

まえ、災害時に求められる装備品の機能についても議論しました。その結果として、これまで十

分とは言えなかった装備品を充実させるため、悪天候や寒地でも対応可能な高機能雨具や防寒着

などの調達に必要な予算を計上しています。 

 引き続き、災害対応力を格段に引き上げるための取組を進めてまいります。 

 

 

２．参考 

令和 8 年度当初予算における水管理・国土保全局関係予算総額は、前年度より 338 億円増の

11,050億円（対前年度 1.03倍）を計上しています。主要項目は以下のとおりです（括弧書きには

予算額を記載）。 

① 流域治水の加速化・深化 

・流域治水の加速化・深化（6,277億円） 

② 流域総合水管理の推進 

②－１ 積極的な水利用の推進 

・強靱で持続可能な上下水道システム構築の推進（414億円） 

・ダム等における GXや下水汚泥資源の活用の推進（88億円） 

②－２ 流域環境の魅力や価値の向上 

・流域における良好な自然環境や水辺環境の創出による地域活性化の推進（94億円） 

③ 流域総合水管理を横断的に支える取組 

 ・老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現（2,481億円） 

・水分野における DXの推進（89億円） 

④ 南海トラフ地震等の大規模災害への対応 ※①～③の重複計上 

 ・上下水道施設の強靱化（104億円） 

 ・地震・津波対策の推進と災害対応力の強化（637億円） 
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水防月間について 

－洪水から守ろうみんなの地域－ 

５月１日～５月３１日（北海道６月１日～６月３０日） 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 

 

  

 国土交通省では、関係機関とともに、国民全般に水防の重要性と水防に関する基本的考え

方の普及を図り、水防に対する理解を深め、広く協力を求めることにより水害の未然防止又

は軽減に資することを目的として、５月１日から５月３１日（北海道は６月１日から６月３

０日）を「水防月間」と定め、各種行事や訓練等を実施します。 

 我が国は、地形、気象などの自然的条件に加え、河川の氾濫域に市街地が形成されている

という社会的要因により、洪水等による災害が起こりやすい環境にあり、毎年のように、豪

雨や台風などによる被害が発生しています。 

 昨年も、８月６日からの大雨をはじめ、全国各地で甚大な災害が発生しました。 

 近年、気候変動の影響により水害が激甚化・頻発化しており、被害の軽減を実現するため

には、水防団、消防団による水防活動に加え、河川管理者との連携やハザードマップを活用

した避難確保の取組、事業者や自主防災組織等による水防への参加などの「地域の防災力」

が重要となります。 

 水防月間のテーマは「洪水から守ろうみんなの地域」であり、水防管理団体等は、水防月

間実施要綱に基づいて、インターネット、SNS、広報誌、ポスター、パンフレット等を活用

して広報活動を積極的に展開するほか、河川管理者をはじめ関係機関と連携・協力して出水

を想定した水防訓練やハザードマップ等を活用した避難訓練、水防資器材点検・整備等を実

施することとしております。また、河川管理者は、河川の巡視や、河川管理施設及び許可工

作物の安全性の点検等を実施するとともに、水門等の状況や操作の考え方について水防関係

者等に十分説明することとしています。さらに、河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者

は、新たに水防法に規定された氾濫等の通報制度の運用等について、施行に向け準備するこ

ととなります。 

 国土交通省では、一人ひとりが減災に取り組む社会的な機運を高めるため、流域のあらゆ

る関係者が協働してハード・ソフト一体となった水防災対策に取り組む「流域治水」を推進

しております。水防活動の支援を行う流域の企業・団体等の水防協力団体への指定促進の取

組についても、この「水防月間」に重点的に行うこととしています。 

水防は、皆様の協力を得ることによって、その効果を最大限に発揮できるものであり、皆

様方の積極的なご参加とともに、「水防月間」へのご理解とご協力をお願いいたします。 
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令和８年度水防月間実施要綱 

 

１．目    的 

    水防月間の実施は、水害から国民の生命と財産を守るため、国民全般に水防の重要性と

水防に関する基本的考え方の普及を図り、水防に対する国民の理解を深め、広く協力を求

めることにより、水害の未然防止又は軽減に資すること及び出水期を前にした水防体制の

強化を図ることを目的とする。 

 

２．期    間 

    令和８年５月１日（金）から令和８年５月３１日（日）まで 

    （北海道にあっては、令和８年６月１日（月）から 

令和８年６月３０日（火）まで） 

 

３．主    催 

    国土交通省、内閣府、都道府県、水防管理団体（市町村等） 

 

４．後    援 

    警察庁、総務省消防庁、防衛省、全国知事会、全国市長会、 

全国町村会、NHK、一般社団法人日本新聞協会、 

一般社団法人日本民間放送連盟、日本赤十字社 

 

５．協    賛 

    全国水防管理団体連合会、公益社団法人日本河川協会、 

  全国治水期成同盟会連合会、一般社団法人建設広報協会、 

  一般社団法人全国海岸協会、公益社団法人全国防災協会、 

  一般財団法人河川情報センター、全国建設弘済協議会 

 

６．月間のテ－マ 

    洪水から守ろうみんなの地域 

 

７．月間の重点 

 （１）水防の重要性の普及と水防訓練の実施 

    ※特に、水防訓練においては、防災関係機関をはじめ地域住民・企業等多様な主体

が参加できるようにするとともに、実態に即した水防工法等を実施 

 （２）水防体制の強化 

    ※特に、水防警報等の情報伝達体制の確保、重要水防箇所の 

周知徹底及び水防活動従事者の安全確保 
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（３）河川管理施設等の巡視、点検及び整備等 

    ※特に、堤防、護岸、堰、水門、樋門、閘門等の点検整備 

 

８．実施概要   

  水防管理団体、国及び都道府県（以下「水防管理団体等」という。）等は、出水期を前に

したこの月間内に、以下の活動を実施するよう努めるものとする。 

 

 Ⅰ  水防の重要性の普及と水防訓練等の実施 

 （１）広報活動等の推進 

   ① 水防管理団体等は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道関係機関や水防協力団体、NIPPON

防災資産の認定団体等と協力しながら、インターネット、SNS、広報誌、ポスタ－、

パンフレット等を活用し、水防の意義及び重要性並びに水防月間の実施の趣旨が地

域住民に十分に普及・浸透するよう、効率的、効果的な広報活動を実施すること。ま

た、広報の素材となる写真・動画等について、訓練や実際の水防活動の際に収集して

おくよう努めること。 

   ② 水防管理団体等は、洪水、雨水出水、高潮、津波等による水害に対する住民等の

防災意識を高めるため、水防に関する講演会、シンポジウム、展示会等の各種行事を

実施すること。また、学校における水害対策の推進について、可能な範囲で協力する

こと。 

   ③ 都道府県は、洪水予報河川、水位周知河川及び周辺に住家等の防護対象のある一

級、二級河川について、また、水位周知海岸及び高潮による災害の発生を警戒すべき

海岸について、下水道管理者は、住家等の防護対象のある下水道について、想定最大

規模の外力に関する浸水想定区域等を速やかに指定・公表し、水害リスク情報の空白

域の解消を推進すること。 

     また、国及び都道府県は、想定最大規模の洪水等により家屋が倒壊・流失するお

それがある区域を公表した場合は、市町村と連携し説明会を開催すること等により

住民への周知を徹底すること。 

   ④ 市町村は、水害時の住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、住民等が自

ら浸水リスクについて確認できるよう、想定最大規模の外力に対応したハザードマ

ップ等を作成・公表するとともに、一層の周知徹底を図ること。なお、ハザードマッ

プ作成にあたっては、地図面の視認性を確保しつつ、記載すべき事項に漏れがないか

を十分に確認すること。 

     また、過去の洪水等による浸水実績等の把握に努め、これを把握したときは、水

害リスク情報として住民等へ周知するとともに、国及び都道府県と連携・協力し、マ

イ・タイムラインやまるごとまちごとハザードマップの取組の推進に努めること。 

   ⑤ 河川管理者は、水防管理者が洪水による浸水の拡大を抑制する効用を有する盛土

構造物や後方地（自然堤防等）等を浸水被害軽減地区として指定できるように、必

要な情報提供・支援を行うこと。 
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   ⑥ 市町村は、浸水想定区域内にあり、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確

保を図る必要が認められる地下街等及び要配慮者利用施設で、未だ市町村地域防災

計画に定められていない施設がある場合は早急に市町村地域防災計画に定めるこ

と。 

     また、市町村地域防災計画に位置づけられた施設の管理者等に対しては、利用者

の避難確保や浸水防止の計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置が推進されるよ

う積極的に働きかけるとともに、訓練後は振り返りを行い、必要に応じて避難確保や

浸水防止の計画の見直しを行うよう働きかけを行うこと。さらに、管理者等からの計

画や訓練の報告に対して、避難の実効性が確保されるよう必要に応じて助言等を行

うこと。 

   ⑦ 水防管理団体等は、洪水等に対しリスクが高い区域について、ウェブサイトへの

掲載や市町村の広報活動を通じて、住民等への周知の徹底を図ること。 

   ⑧ 水防管理団体等は、水防団員の確保のための住民、企業、団体への積極的な広報

活動や協力依頼等を実施すること。 

      また、サラリーマンである水防団員が支障なく水防活動に従事できるように、水

防活動時の休暇の取扱いについての配慮等所属事業所等への理解、協力等の積極的

な働きかけを実施すること。 

   ⑨ 水防管理団体等は、永年功労や水防活動への従事のみならず、水防技術の向上・

伝承、水防体制の整備・水防思想の普及等、水防に関し顕著な功績のあった個人又は

団体に対する表彰を実施するとともに、市町村のウェブサイトや広報誌に掲載する

等により、広く周知を図ること。 

 （２）水防訓練等の実施 

   ① 水防管理団体等は、河川管理者をはじめ警察、消防、自衛隊等の関係機関と協力

した洪水時における相互の連携による水防体制の強化、水防団の水防工法・技術の習

得・向上、住民の水防に関する基本的考え方の普及や水防意識等の高揚を図るため、

水防訓練を実施すること。 

   ② 水防管理団体等は、河川特性、流域特性、実際の水防活動の経験等を関係者間で

共有するとともに、河川の特性を踏まえた水防工法訓練、水防に関する新技術の普

及・導入、最新の ICT技術や DXを活用した訓練等に努めること。 

   ③ 水防管理団体等は、水防訓練の実施に際しては、水防の担い手確保の観点からも、

できる限り多くの地域住民、企業・団体等に参加を広く呼び掛けるとともに、複合災

害等も想定した実践的な訓練となるよう努めること。 

   ④ 水防管理団体等は、水防訓練の実施に際して、特に災害時の協定を締結している

企業・団体等の参加を促すとともに、地域住民が水防活動を身近に感じられるような

取組を行うこと。また、水防協力団体の指定に向けて広く企業・団体等へ働きかける

とともに水防協力団体との連携・協力関係の構築を図ること。 

   ⑤ 水防管理団体等は、水防訓練の実施に際して、大規模水害やダムの事前放流を想

定した情報伝達、水害対応タイムラインに基づく水防活動（水防団員自身の退避等の
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安全管理行動を含む）、水防団・水防協力団体・自主防災組織・福祉関係者等による

住民への避難の呼びかけや避難誘導など、実践的な訓練となるよう努めること。 

   ⑥ 水防管理団体等は、洪水等による水災時の住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため、ハザードマップを活用したマイ・タイムラインの作成や、まるごとまちご

とハザードマップ等を活用した住民参加による避難訓練を実施すること。 

     なお、訓練は、可能な限り高齢者や障害者等の避難行動要支援者の参加も得て実

施するとともに、夜間の避難等も想定して避難経路上の危険箇所の確認を行うなど、

実践的な訓練となるよう努めること。 

   ⑦ 水防管理団体等は、市町村地域防災計画に位置付けられた地下街等、要配慮者利

用施設、大規模工場等の管理者等が行う、施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保及び洪水時等の浸水防止のための訓練の支援に努めること。 

   ⑧ 水防管理団体等は、必要に応じて公益社団法人全国防災協会の水防専門家派遣制

度を活用するなど、水防に関する高度な知識及び技能の習得が図られるよう水防研

修会等における講義、討論、実習等研修内容の充実に努めること。   

 

 Ⅱ  水防体制の強化 

 （１）水防警報等の情報伝達体制の確保 

     水防管理団体等は、水防警報、洪水予報、特別警戒水位到達情報、氾濫等の通報

等の水防情報の迅速かつ的確な伝達を図るため、関係各機関との通信及び連絡に必

要な機器及び施設の点検整備を行うとともに、量水標管理者、水防団及び消防機関等

と連携した総合的な情報伝達演習を行うこと。 

     特に、洪水時における通信機能の低下や混乱に備えた無線機器による情報伝達訓

練及び避難情報の発令を含む水害対応タイムライン等を活用した情報伝達訓練を実

施すること。 

     また、市町村は、住民及び市町村地域防災計画に位置付けられた地下街等、要配

慮者利用施設、大規模工場等の管理者等、自衛水防組織に対する洪水予報等及び避難

情報の確実な伝達を図るため、情報伝達訓練を実施するとともに、伝達する各情報の

意味すること等について、周知を図ること。 

     なお、水害対応タイムライン等を活用して情報伝達訓練を実施した場合、訓練に

より明らかになった課題を踏まえ、避難情報の発令基準や水害対応タイムライン等

の見直しを行うこと。 

 （２）水防資器材の点検、整備 

     水防管理団体は、水防資器材の点検を行い、地域や河川の特性を踏まえた資器材

の整備を図り、都道府県及び水防管理団体はその結果等を踏まえて水防計画の見直

しを行うこと。 

 （３）重要水防箇所の周知徹底等 

     河川管理者は、洪水時に迅速かつ的確な水防活動の実施が図られるよう、水防管

理団体、水防団、自治会等と共同巡視を行い、重要水防箇所の周知徹底を図ること。
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また、氾濫危険水位を設定した箇所の水位と水位観測所等の水位との関係や、氾濫危

険水位を設定した箇所毎の想定される浸水区域、浸透・侵食に関して特に注意を要す

る箇所等、水防に必要な情報共有を行うこと。 

 （４）河川管理と水防の連携強化等 

     河川管理者は、水防管理団体に対し、人員の応援や資器材の提供、水防管理団体

が実施する水防訓練への参加等、水防活動への協力体制を確保すること。 

     また、河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者は、新たに水防法に規定された

氾濫等の通報制度の運用に向け体制の確保に努めること。 

 （５）水防活動従事者の安全確保 

     水防管理団体等は、水防活動従事者の安全を確保するため、水防活動従事者の退

避ルールの確立に努めるとともに、水防訓練等の機会を利用して無線通信機器やラ

イフジャケット等安全装備の点検・整備を実施すること。 

 （６）水防協力団体制度及び災害協定等の活用 

     水防管理団体等は、企業・団体等に対して水防協力団体制度の周知を行うともに、

水防協力団体への指定を積極的に働きかけるなど、水防協力団体制度の活用を図る

こと。また、水災害発生時の地域防災力を強化するため、企業・団体等との災害協定

の締結に努めること。 

 

 Ⅲ  河川管理施設等の巡視、点検及び整備等 

   水防管理者等は、河川を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、

直ちに当該河川の管理者に連絡して必要な措置を求めること。 

   河川管理者は、一層厳重に河川を巡視するとともに、河川管理施設、許可工作物の安

全性について点検し、以下について実施すること。 

 （１）危険と思われる河川管理施設等については、速やかに補強工事その他の適切な措置

を講ずること。 

 （２）許可工作物については施設管理者による点検、整備を十分行わせるとともに、その

状況について河川管理者への報告を求め、施設管理者の立会いのもと、点検の結果を

確認する等適切な指導監督を行うこと。.. 

 （３）堤防、護岸等については、損傷や変形、浸透、侵食など施設の状態を確認するととも

に、近年の集中豪雨による災害に係る被災箇所については、厳重な警戒を行うこと。 

 （４）堰、水門、樋門、閘門等の工作物のゲ－トの開閉状況、取付護岸の維持状況、樋門周

辺の空洞化状況及び下流側の河床低下の状況等について重点的な点検を行うこと。 

    なお、津波や整備水準を上回る洪水、高潮の発生時において、水門等を操作できな

い状況が生じる場合があるので、河川管理者は水門等の状況や操作の考え方について

水防関係者等に十分に説明するとともに、防災訓練など各種機会を通じた情報提供に

より、住民への周知を図ること。 
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○令和8年度総合水防演習　開催日程

北海道開発局 石狩川水系幾春別川総合水防演習 6月6日 （土）
石狩川水系幾春別川
（北海道岩見沢市北村幌達布地先）

東北地方整備局 最上川下流・赤川総合水防演習 5月31日 （日）
最上川水系最上川
（山形県酒田市下瀬地先)

関東地方整備局 第74回　利根川水系連合・総合水防演習 5月16日 （土）
利根川水系利根川
（群馬県邑楽郡千代田町赤岩地先（利根川左岸河川敷））

北陸地方整備局 黒部川総合水防演習 5月30日 （土）
黒部川水系黒部川
（富山県黒部市出島地先）

中部地方整備局 天竜川下流連合総合水防演習 5月31日 （日）
天竜川水系天竜川
（静岡県浜松市中央区豊町地先）

近畿地方整備局 野洲川総合水防演習 5月16日 （土）
淀川水系野洲川
（滋賀県野洲市三宅地先（野洲川右岸河川敷））

中国地方整備局 芦田川総合水防演習 5月23日 （土）
芦田川水系芦田川
(広島県福山市草戸地先)

四国地方整備局 土器川総合水防演習 5月24日 （日）
土器川水系土器川
(香川県丸亀市垂水町地先)

九州地方整備局 本明川総合水防演習 5月17日 （日）
本明川水系本明川
(長崎県諫早市八天町地先)

演習名 開催予定地開催日
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令和８年度水防月間ポスター 
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